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「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び定款第 15 条の規定に 

基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.kyokuyo.co.jp)に掲載 

することにより株主の皆様に提供しております。 
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 連結注記表 
 
  【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等】 
    1. 連結の範囲に関する事項 

連結⼦会社の数  21 社 
連結⼦会社の名称 
キョクヨー秋津冷蔵㈱、極洋商事㈱、極洋⾷品㈱、極洋⽔産㈱、キョクヨー総合サービス㈱、キョクヨーフーズ㈱、 
サポートフーズ㈱、キョクヨーマリンファーム㈱、㈱ジョッキ、キョクヨーマリン愛媛㈱、極洋フレッシュ㈱、海洋フーズ㈱、 
極洋⽇配マリン㈱、Kyokuyo America Corporation、K&U Enterprise Co.,Ltd.、⻘島極洋貿易有限公司、 
Kyokuyo Europe B.V.、他４社 

従来、連結⼦会社であったエス・ティー・アイ㈱他３社は、持分法適⽤会社である㈱新東京フードを存続会社とす
るエス・ティー・アイ㈱との合併に伴い、また、極洋海運㈱は当社との合併に伴い当連結会計年度より連結の範囲か
ら除外しております。 

 
   2. 持分法の適⽤に関する事項 
     (1) 持分法を適⽤した関連会社の数             ３社 

持分法を適⽤した関連会社の名称 
        ㈱新東京フード、インテグレート・システム㈱、㈱エィペックス・キョクヨー 
 
    (2) 持分法を適⽤していない関連会社の名称等 

KAPPA CREATE KOREA Co.,Ltd. 
         持分法を適⽤していない関連会社に対する投資については、連結純損益（持分に⾒合う額）及び利益剰余⾦ 

（持分に⾒合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適⽤範囲から除
外しております。 

 
   3. 連結⼦会社の連結会計年度に関する事項 

連結⼦会社のうち、Kyokuyo America Corporation、K&U Enterprise Co.,Ltd.、⻘島極洋貿易有限公司、 
Kyokuyo Europe B.V. 、他 1 社の決算⽇は 12 ⽉末⽇であります。連結計算書類の作成にあたっては、同⽇現在の 
計算書類を使⽤し、連結決算⽇までに⽣じた重要な取引については、連結上必要な調整を⾏っております。 

 
  ４. 会計処理基準に関する事項 
    (1) 重要な資産の評価基準及び評価⽅法 
     ① 有価証券 
        その他有価証券     時価のあるもの     連結決算⽇の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部 

                                     純資産直⼊法により処理し、売却原価は移動平均法により算 
定しております。） 

                       時価のないもの     移動平均法による原価法 
     ②  デリバティブ         時価法 
     ③ たな卸資産        主として総平均法による原価法 
                                      なお、収益性の低下したたな卸資産については、帳簿価額を切下げております。 
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の⽅法 
① 有形固定資産      全ての建物、当社の賃貸事業⽤資産及び在外連結⼦会社の資産は定額法によって  

（リース資産を除く）   おります。また、物流サービス事業の船舶は定額法によっております。その他は主として定 
                  率法によっております。 

                                     なお、主な耐⽤年数は以下の通りです。 
                                         建物及び構築物         13 年〜31 年 
                                         機械装置及び運搬具          ５年〜13 年 
                                         船舶                 ３年〜20 年 
 
      ②  無形固定資産          定額法によっております。なお、⾃社利⽤のソフトウェアについては、社内における利⽤ 

（リース資産を除く）     可能期間(５年)に基づく定額法によっております。 
 
     ③  リース資産         所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
                                             ⾃⼰所有の固定資産に適⽤する減価償却の⽅法と同⼀の⽅法を採⽤しております｡ 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
リース期間を耐⽤年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 
    (3) 重要な引当⾦の計上基準 
      ① 貸倒引当⾦        売上債権、貸付⾦等の貸倒損失に備えるため、⼀般債権については貸倒実績率によ 

る計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収 
不能⾒込額を計上しております。 
 

     ② 賞与引当⾦        従業員の賞与の⽀出に備えるため、当社及び国内連結⼦会社は、⽀給⾒込額に基づ 
き計上しております。 

 
      ③ 役員賞与引当⾦         役員の賞与の⽀出に備えるため、当連結会計年度に負担するべき額を計上しておりま 

す。 
        

④ 特別修繕引当⾦     船舶の特別修繕に要する費⽤の⽀出に備えるため、将来の修繕⾒積額に基づき計上 
                   しております。 
 

(4) 退職給付に係る会計処理の⽅法 
  ① 退職給付⾒込額の期間帰属⽅法 
     退職給付債務の算定にあたり、退職給付⾒込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる⽅法について 

は、期間定額基準によっております。 
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  ② 数理計算上の差異、過去勤務費⽤及び会計基準変更時差異の費⽤処理⽅法 
会計基準変更時差異（3,949 百万円）は 15 年による均等額を費⽤処理しております。過去勤務費⽤は、 

その発⽣時に処理しております。数理計算上の差異は、各連結会計年度の発⽣時における従業員の平均残存勤 
務期間以内の⼀定の年数（10 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発⽣の翌連結会計年度から費⽤ 
処理することとしております。 

            (追加情報) 
          当社は、確定給付企業年⾦法の施⾏に伴い、厚⽣年⾦基⾦の代⾏部分について、平成 25 年７⽉１⽇に 

厚⽣労働⼤⾂から将来分⽀給義務免除の認可を受けております。 
  当連結会計年度末⽇現在において測定された返還相当額（最低責任準備⾦）は、2,727 百万円であり、 
当該返還相当額（最低責任準備⾦）の⽀払が当連結会計年度末⽇に⾏われたと仮定して「退職給付に関す 
る会計基準の適⽤指針」第 46 項を適⽤した場合に⽣じる特別利益の⾒込額は 2,726 百万円であります。 
 

(5) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 
① 重要な外貨建の資産⼜は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建⾦銭債権債務は、連結決算⽇の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し 
ております。なお、在外連結⼦会社の資産及び負債は、決算⽇の直物為替相場により円貨に換算し、収益及 
び費⽤は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株 
主持分に含めて計上しております。 

② 重要なヘッジ会計の⽅法 
a. ヘッジ会計の⽅法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約及び通貨オプションについて 
は、振当処理によっております。また、⾦利スワップ取引のうち、特例処理の対象となる取引については、特例処 
理を適⽤しております。 

b. ヘッジ⼿段とヘッジ対象 
ヘッジ⼿段 為替予約取引、通貨オプション取引及び⾦利スワップ取引 
ヘッジ対象 外貨建⾦銭債権債務、借⼊⾦及び借⼊⾦の利息 

c. ヘッジ⽅針 
為替変動リスク及び⾦利変動リスクを回避する⽬的で、為替予約取引、通貨オプション取引及び⾦利スワップ 

取引を利⽤しております。 
d. ヘッジ有効性評価の⽅法 

既に経過した期間についてのヘッジ対象とヘッジ⼿段との時価またはキャッシュ・フロー変動額を⽐較する⽅法に 
よっております。ただし、振当処理を採⽤している為替予約取引及び通貨オプション取引、並びに特例処理を採 
⽤している⾦利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。 

③ のれんの償却に関する事項 
のれんは、５年⼜は 10 年の定額法により償却しております。 

④ 消費税等の会計処理 
消費税及び地⽅消費税の会計処理は、税抜⽅式によっております。 
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   ５. 追加情報 
 法⼈税等の税率の変更による繰延税⾦資産及び繰延税⾦負債の⾦額の修正 
   「所得税法等の⼀部を改正する法律」が平成 26 年３⽉ 31 ⽇に公布され、平成 26 年４⽉１⽇以後に開始 
 する連結会計年度から復興特別法⼈税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税⾦資 
産及び繰延税⾦負債の計算に使⽤した法定実効税率は、平成 26 年４⽉１⽇に開始する連結会計年度に解消 
が⾒込まれる⼀時差異について、前連結会計年度の 38.0％から 35.6％に変更されております。 

その結果、繰延税⾦資産の⾦額（繰延税⾦負債の⾦額を控除した⾦額）が 97 百万円減少し、当連結会計
年度に計上された法⼈税等調整額が 102 百万円、繰延ヘッジ損益が４百万円、それぞれ増加しております。 

 
  【会計⽅針の変更】 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年５⽉ 17 ⽇。以下「退職給付会計基準」と 
いう。）及び「退職給付に関する会計基準の適⽤指針」（企業会計基準適⽤指針第 25 号 平成 24 年５⽉ 17 ⽇。
以下「退職給付適⽤指針」という。）を、当連結会計年度末より適⽤し（ただし、退職給付会計基準第 35 項本⽂及
び退職給付適⽤指針第 67 項本⽂に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年⾦資産の額を控除した額を退
職給付に係る負債として計上する⽅法に変更し、未認識数理計算上の差異及び会計基準変更時差異の未処理額を
退職給付に係る負債に計上いたしました。 

退職給付会計基準等の適⽤については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取扱いに従っており、当連
結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減し
ております。 

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が7,429百万円計上されております。また､その他の包
括利益累計額が 1,444 百万円減少しております。 

 
【連結貸借対照表関係注記】 
１．担保資産及び担保付債務 

(1) 担保に供している資産 
           建物及び構築物                                          388 百万円 
           機械装置及び運搬具                                    284    〃 
           船舶                             838  〃 
           ⼟地                             505  〃 
       投資有価証券                       276  〃   

           計                          2,292  〃 
 

(2)  担保設定の原因となる債務 
短期借⼊⾦                       5,600 百万円 
⼀年内返済⻑期借⼊⾦                 507  〃 
⻑期借⼊⾦                       6,599  〃    

計                          12,706    〃 
 

２．有形固定資産減価償却累計額               16,678 百万円 
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3．保証債務 
     連結会社以外の会社の⾦融機関からの借⼊に対し、債務保証を⾏っております。 
       THE UNION FROZEN PRODUCTS CO.,LTD.       942 百万円 
     

4．圧縮記帳額 
   国庫補助⾦等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりでありま 
   す。 

      圧縮記帳額                           93 百万円 
         (うち、建物)                           27  〃 
         (うち、構築物)                          0  〃 
         (うち、機械装置及び運搬具)                 64  〃 
         (うち、器具及び備品)                      1  〃 
 
 

【連結株主資本等変動計算書関係注記】 
１．発⾏済株式の種類及び総数に関する事項 

 
当連結会計年度期⾸

株式数(株) 
当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度 
減少株式数(株) 

当連結会計年度末
株式数(株) 

発⾏済株式数 
 普 通 株 式 109,282,837  ― ― 109,282,837

 
２．配当に関する事項 

    (1) 配当⾦⽀払額 

決  議 株式の種類 
配当⾦の総額

(百万円) 
１株当たり
配当額(円)

基 準 ⽇ 効⼒発⽣⽇ 

平成 25 年６⽉ 25 ⽇
定時株主総会 

普通株式 525 5 平成 25 年３⽉ 31 ⽇平成 25 年６⽉ 26 ⽇

 
(2) 基準⽇が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効⼒発⽣⽇が翌連結会計年度となるもの 

平成 26 年６⽉ 24 ⽇開催の定時株主総会において、次の議案を付議いたします。 

株式の種類 
配当⾦の総額 

(百万円) 
配当⾦の原資

１株当たり
配当額(円)

基 準 ⽇ 効⼒発⽣⽇ 

普通株式 525 利益剰余⾦ 5 平成 26 年３⽉ 31 ⽇ 平成 26 年６⽉ 25 ⽇
 
 
 
 
 
 
 



 - 6 -
 

【⾦融商品関係注記】 
   1． ⾦融商品の状況に関する事項 
       当社グループは、資⾦運⽤について短期的な預⾦等に限定し、銀⾏等⾦融機関からの借⼊により資⾦を調達し

ております。受取⼿形及び売掛⾦に係る顧客の信⽤リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を⾏っております。借⼊
⾦の使途は運転資⾦(主として短期)及び設備資⾦(⻑期)であります。なお、デリバティブは、社内管理規程に従い、
実需の範囲で⾏うこととしております。  

         
  ２．⾦融商品の時価等に関する事項 
       平成 26 年３⽉ 31 ⽇（当連結決算⽇）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、 

以下のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。 
（(注２)を参照ください。）          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                (※1) 負債に計上されているものについては、( )で⽰しております。 
         (※2) デリバティブ取引によって⽣じた正味の債権・債務は純額で表⽰しており、合計で正味の債務となる項 
             ⽬については( )で⽰しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (単位：百万円)
連結貸借対照表 

 計上額（※1） 
時価（※1） 差額 

(1)現⾦及び預⾦ 3,456 3,456 ― 
(2)受取⼿形及び売掛⾦ 24,393 24,393 ― 
(3)投資有価証券   

      その他有価証券  4,746 4,746 ― 
(4)⽀払⼿形及び買掛⾦ (6,672) (6,672) ― 
(5)短期借⼊⾦ (18,979) (18,979) ― 
(6)コマーシャル・ペーパー (7,000) (7,000) ― 
(7)新株予約権付社債 (3,000) (3,060) 60 
(8)⻑期借⼊⾦ (12,752) (12,819) 67 
(9)デリバティブ取引(※2) 193 197 4 
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     （注１）⾦融商品の時価算定⽅法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 
        (1) 現⾦及び預⾦、並びに(2)受取⼿形及び売掛⾦ 
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。 
 
        (3) 投資有価証券 
           これらの時価について、株式取引所の価格によっております。なお、有価証券はその他有価証券として保有 

しており、これに関する連結貸借対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりであります。 
    (単位:百万円)

 
種類 

連結貸借対照表 
計上額 

取得原価 差額 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 1,605 1,064 540 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

株式 3,141 3,752 △ 611 

合計 4,746 4,817 △ 70 
 

(4) ⽀払⼿形及び買掛⾦、(5) 短期借⼊⾦、並びに(6) コマーシャル･ペーパー 
 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

なお、短期借⼊⾦のうち⼀年内返済⻑期借⼊⾦ 754 百万円は、⻑期借⼊⾦に含めております。 
 

(7) 新株予約権付社債 
当社の発⾏する社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。 

 
(8) ⻑期借⼊⾦ 

           ⻑期借⼊⾦の時価については、元利⾦の合計額を同様の新規借⼊を⾏った場合に想定される利率で割り 
引いて算定する⽅法によっております。 
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(9) デリバティブ取引 
           ①ヘッジ会計が適⽤されていないもの      

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
②ヘッジ会計が適⽤されているもの     

ア．通貨関連      (単位：百万円)
ヘッジ会計の 主な 当該時価の

⽅法 
デリバティブ取引の種類等 

ヘッジ対象
契約額 時価 

算定⽅法 
  為替予約取引     
      売建   ⽶ドル 売掛⾦ 737  3  
           ユーロ 売掛⾦ 175  △1  

為替予約の       先物為替相場
振当処理       によっております

     買建   ⽶ドル 買掛⾦ 5,298  190  
                 ユーロ 買掛⾦ 149  5  
      

合計  6,360  197  
                     契約額のうち１年を超えるものはありません。 
 
 
 
 
 
 
            
            (注) ⾦利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている⻑期借⼊⾦と⼀体として処理されてい 
               るため、その時価は、当該⻑期借⼊⾦の時価に含めて記載しております。 
 
      (注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる⾦融商品 

(単位：百万円)
区分 連結貸借対照表計上額 

⾮上場株式 1,168 
関係会社社債 300 

上記については、市場価格がなく、且つ将来キャッシュ･フローを⾒積もること等ができず、時価を把握することが 
極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。 
当連結会計年度において、⾮上場株式について 147 百万円の減損処理を⾏っております。 

 
 
 
 
 

イ．⾦利関連      (単位：百万円)
ヘッジ会計の 主な 

⽅法 
デリバティブ取引の種類等 

ヘッジ対象
契約額 

契約額等の 
うち１年超 

時価 

⾦利スワップの
特例処理 

⾦利スワップ取引 
(受取変動・⽀払固定) 

⻑期借⼊⾦ 6,732 6,484 (注)
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【1 株当たり情報関係注記】 
1． 1 株当たり純資産額                 187 円 57 銭 
2． 1 株当たり当期純利益                 28 円 26 銭 
    (算定上の基礎) 
        当期純利益                           2,968 百万円 
        普通株主に帰属しない⾦額                 ― 百万円   
              普通株式に係る当期純利益         2,968 百万円 
        普通株式の期中平均株式数         105,032 千株 

 
   【その他の注記】 
      記載⾦額は、百万円未満を切り捨てて表⽰しております。 
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 個別注記表 
 
    1. 重要な会計⽅針に係る事項 
     (1) 資産の評価基準及び評価⽅法  
      ① 有価証券 
             ⼦会社株式及び      移動平均法による原価法 

関連会社株式      
         その他有価証券      時価のあるもの     決算期末⽇の市場価格等に基づく時価法（評価差額は 
                                       全部純資産直⼊法により処理し、売却原価は移動平均 
                                       法により算定） 
                         時価のないもの     移動平均法による原価法 
      ②  デリバティブ          時価法 
      ③  たな卸資産          主として総平均法による原価法 

なお、収益性の低下したたな卸資産については帳簿価額を切下げております。  
 

(2) 固定資産の減価償却の⽅法 
① 有形固定資産 （リース資産を除く） 

定率法によっております。但し、建物、冷蔵運搬船事業の船舶及び賃貸事業⽤資産については定額法によって 
おります。 

           なお、主な耐⽤年数は以下の通りであります。 
               建物及び構築物         13 年〜31 年 
               機械装置及び⾞両運搬具    ６年〜13 年 
               船舶                 ７年 
       ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 
なお、⾃社利⽤のソフトウェアについては、社内における利⽤可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま 

す。 
     ③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
リース期間を耐⽤年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 
    (3) 繰延資産の処理⽅法 
       社債発⾏費        ⽀出時に全額費⽤処理しております。 
 
    (4) 引当⾦の計上基準 
     ① 貸倒引当⾦ 

売上債権、貸付⾦等の貸倒損失に備えるため、⼀般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債 
権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能⾒込額を計上しております。 

     ② 賞与引当⾦ 
従業員の賞与の⽀出に備えるため、⽀給⾒込額に基づき計上しております。 
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      ③  役員賞与引当⾦ 
役員の賞与の⽀出に備えるため、当事業年度に負担するべき額を計上しております。 

       ④ 退職給付引当⾦ 
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年⾦資産の⾒込額に基づき計上 

しております。 
  退職給付引当⾦及び退職給付費⽤の処理⽅法は以下のとおりです。 
a. 退職給付⾒込額の期間帰属⽅法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付⾒込額を当事業年度末までの期間に帰属させる⽅法については、 
        期間定額基準によっております。 

b. 数理計算上の差異、過去勤務費⽤及び会計基準変更時差異の費⽤処理⽅法        
会計基準変更時差異（3,949 百万円）は 15 年による均等額を費⽤処理しております。過去勤務費⽤は、

その発⽣時に処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発⽣時における従業員の平均残存勤
務期間以内の⼀定の年数（10 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発⽣の翌事業年度から費⽤処
理することとしております。 

 
(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 
① 外貨建の資産⼜は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建⾦銭債権債務は、決算⽇の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま 
す。 

② ヘッジ会計の⽅法 
a. ヘッジ会計の⽅法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約及び通貨オプションについて 
は、振当処理によっております。また、⾦利スワップ取引のうち、特例処理の対象となる取引については、特例処 
理を適⽤しております。 

c. ヘッジ⼿段とヘッジ対象 
ヘッジ⼿段 為替予約取引、通貨オプション取引及び⾦利スワップ取引 
ヘッジ対象 外貨建⾦銭債権債務、借⼊⾦及び借⼊⾦の利息 

c. ヘッジ⽅針 
為替変動リスク及び⾦利変動リスクを回避する⽬的で、為替予約取引、通貨オプション取引及び⾦利スワップ 

取引を利⽤しております。 
d. ヘッジ有効性評価の⽅法 

既に経過した期間についてのヘッジ対象とヘッジ⼿段との時価またはキャッシュ・フロー変動額を⽐較する⽅法に 
よっております。ただし、振当処理を採⽤している為替予約取引及び通貨オプション取引、並びに特例処理を採 
⽤している⾦利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。 

③ 退職給付に係る会計処理 
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費⽤及び会計基準変更時差異の未処理額の 

       会計処理の⽅法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の⽅法と異なっております。 
④ 消費税等の会計処理 

消費税及び地⽅消費税の会計処理は、税抜⽅式によっております。 
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(6) 追加情報 
     法⼈税等の税率の変更による繰延税⾦資産及び繰延税⾦負債の⾦額の修正 
        「所得税法等の⼀部を改正する法律」が平成 26 年３⽉ 31 ⽇に公布され、平成 26 年４⽉１⽇以後 
     に開始する事業年度から復興特別法⼈税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税⾦

資産及び繰延税⾦負債の計算に使⽤した法定実効税率は、平成 26 年４⽉１⽇に開始する事業年度に解
消が⾒込まれる⼀時差異について、前事業年度の 38.0％から 35.6％に変更されております。 

      その結果、繰延税⾦資産の⾦額（繰延税⾦負債の⾦額を控除した⾦額）が 85 百万円減少し、当事業
年度に計上された法⼈税等調整額が 90 百万円、繰延ヘッジ損益が４百万円、それぞれ増加しております。 

 
２. 貸借対照表に関する事項 

(1) 担保資産及び担保付債務 
  ① 担保に供している資産 
      投資有価証券                       276 百万円 

           計                            276  〃 
② 担保設定の原因となる債務 

短期借⼊⾦                       5,340 百万円 
⼀年内返済⻑期借⼊⾦                 200  〃 
⻑期借⼊⾦                       5,520  〃   

計                         11,060    〃 
 

(2) 有形固定資産減価償却累計額              4,945 百万円 
     
     (3) 保証債務 
        下記の会社の⾦融機関からの借⼊⾦等に対して、次のとおり債務保証を⾏っております。 
          ㈱ジ ョ ッ キ                                              1,482 百万円 
          Kyokuyo Shipping Panama S.A.        1,422  〃  
          そ   の   他                         6,354  〃   
                      計                            9,260  〃 
      (内 当社分担保証額                     8,513 百万円) 
 

 (4) 関係会社に対する⾦銭債権債務 
   ① 短期⾦銭債権                       7,130 百万円 

          ② ⻑期⾦銭債権                                                595  〃 
③ 短期⾦銭債務                       5,345  〃 

          ④ ⻑期⾦銭債務                                                 12  〃 
 
   ３．損益計算書に関する事項 
        (1) 関係会社に対する売上⾼                 24,807 百万円 
        (2) 関係会社からの仕⼊⾼                  33,997 百万円 
        (3) 関係会社との営業取引以外の取引⾼            177 百万円 
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    ４．株主資本等変動計算書に関する事項 
       当事業年度末における⾃⼰株式の種類及び株式数 
         普通株式                          4,251,139 株 
 
  ５．税効果会計に関する事項 
    (1) 繰延税⾦資産の発⽣の主な原因別内訳 
         退職給付引当⾦                      1,722 百万円 
         賞与引当⾦                         179  〃 
         商製品評価損                         22    〃 
         未払事業税                          26    〃 
         減損損失累計額                      184    〃 
         その他有価証券評価差額⾦                43   〃 
         その他                             426   〃    
         繰延税⾦資産⼩計                   2,605   〃 
         評価性引当⾦                      △289   〃   
         繰延税⾦資産合計                   2,316   〃 
 
    (2) 繰延税⾦負債の発⽣の主な原因別内訳 
         繰延ヘッジ損益                         68 百万円   
                繰延税⾦負債合計                      68    〃 
 
    6. リースにより使⽤する固定資産に関する事項 
     貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の⼀部の資産については、所有権移転外ファイナンス・リース契 

 約により使⽤しております。 
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７．関連当事者との取引に関する事項 
    ⼦会社及び関連会社等 

   取引条件及び取引条件の決定⽅針等 
(注１)取引⾦額には消費税等を含まず、期末残⾼には消費税等が含まれております。 
(注２)取引条件は、市場の実勢価格等を参考にして、その都度交渉の上決定しております。 
(注３)資⾦の預りについては、市場⾦利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、頻繁に発⽣する取引の 

ため、取引⾦額の記載を省略しております。 
(注４)⾦融機関からの借⼊に対して債務保証を⾏ったものであります。なお、取引⾦額には債務保証の期末残⾼を 

記載しております。 
(注５)Kyokuyo Shipping Panama S.A.が締結している⻑期傭船契約に基づく裸借船料等の⽀払いに対して債 

務保証を⾏ったものであります。なお、取引⾦額には債務保証の期末残⾼を記載しております。 
 
 
 
 
 
 
 

関係内容 

種類 名称 

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合 

役員の 
兼任等 

事業上の関係
取引の内容 

 
取引⾦額 
(注１) 

科⽬ 期末残⾼

  ％ 名 百万円 百万円

⼦会社 極洋⾷品株式会社 
所有 
直接90.0 
間接10.0 

転籍 3 
出向 1 
兼務 4 

当社は原料を販
売し、⼜当社は製
品を仕⼊れ 

原料販売(注2) 6,681  売掛⾦ 1,986 

資⾦の預り(注3) ―  預り⾦ 3,400 
⼦会社 極洋⽔産株式会社 

所有 
直接100.0 

転籍 2 
出向 1 
兼務 3 

当社は原料を販
売し、⼜当社は製
品を仕⼊れ 債務保証(注4) 1,250  ― ― 

⼦会社 
キョクヨーマリン 

ファーム株式会社 

所有 
直接83.3 
間接16.7 

出向 1 
兼務 3 

当社は製品を仕
⼊れ 

債務保証(注4)  860 ― ― 

⼦会社 株式会社ジョッキ 
所有 
直接100.0 

転籍 1 
出向 1 
兼務 2 

当社及び⼦会社
は原料を販売し、
⼜当社は製品を
仕⼊れ 

債務保証(注4) 1,482  ― ―  

⼦会社 
Kyokuyo Shipping 

Panama S.A． 
所有 
直接100.0 

兼務 4 
船舶管理業務の
委託 

債務保証(注５) 1,422  ― ― 

⼦会社 
K&U Enterprise 

Co.,Ltd. 
所有 
直接50.0 

出向 2 
兼務 3 

当社は原料を販
売し、⼜当社及び
⼦会社は製品を
仕⼊れ 

債務保証(注4) 1,072  ― ― 

関連会社 
株式会社 

新東京フード 
所有 
直接46.0 

転籍 1 
兼務 2 

当社の製商品を
販売 

原料販売(注2) 2,579 売掛⾦ 876 



 - 15 -
 

８．1 株当たり情報に関する事項 
  (1) 1 株当たり純資産額               153 円 90 銭 
  (2) 1 株当たり当期純利益               17 円 20 銭 
    (算定上の基礎) 
        当期純利益                          1,806 百万円 
        普通株主に帰属しない⾦額             ― 百万円 

普通株式に係る当期純利益       1,806 百万円 
        普通株式の期中平均株式数       105,032 千株 

 
９．連結配当規制適⽤会社 
      当社は、当事業年度の末⽇が最終事業年度の末⽇となる時後、連結配当規制適⽤会社となります。 
 

  1０.  その他の注記 
      記載⾦額は、百万円未満を切り捨てて表⽰しております。 

 
 

 
 


